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研究成果の概要（和文）： 文化領域の税制を使った支援やタックス・インセンティブにつ

いて、国際比較の視点からヨーロッパと日本の現状を調査し、創造性や都市経済へのイン

パクトに関して、政策課税の視点から理論化を行った。また、近年、国境を越える寄付税

制についても、租税条約による対処を越える方法が模索されているため、他国のＮＰＯへ

の寄付にも寄付控除を適用するオランダの議論を参考に、理論的根拠を検討し学会発表を

行った。 

研究成果の概要（英文）：This research project analyzed the trends and the rationale of tax 

incentives for arts and culture through the international comparison. The tax incentives for 

arts and culture can be rationalized as the tool of cultural policy and the tool for city 

development including stimulating creative industries. Besides, this research project 

examined the rationale of the tax incentives for cross border donation, taking into account 

the case of the Netherlands in which cross border donation is fully deductible.  
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１． 研究開始当初の背景 

 

 2004 年～2005 年に研究滞在した、オラ

ンダ・エラスムス大学で、税法研究者（当

時、ライデン大学講師）と知り合い、彼女

が、オランダにおける文化領域の租税支出

を調べているのを知った。彼女の博士論文

によると、オランダにおいて、1994 年より

補助金が削減されるのと反比例するように、

税制による文化支援が増加し、2004 年には

その金額は逆転したことが明らかになった。 

 補助金から税制による支援への流れは、

1980 年代以降、ヨーロッパ全体に広がって
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いる。オランダから帰国後、クリエイティ

ブ産業と都市経済に関する研究を進める傍

ら、文化庁でも、文化領域の税制について

国際比較の視点から海外調査をすることに

なり、文化庁職員とともに、オランダ、イ

ギリス、フランスの調査を行った。 

 文化領域におけるタックス・インセン

ティブは、日本においてはほとんど研究さ

れていない領域である。しかし、今後、N

POや文化産業、創造的産業の発展に伴い、

これらの領域に対応した政策手段やインセ

ンティブとしての税制研究は不可避の課題

になるであろう。 

この分野の研究の第一人者であるアメリ

カのM.シュスターも、1999年の論文のなか

で、1980年代以降、文化領域における多様

なツールの開拓や変化は、直接支援（補助

金）よりもむしろ間接支援の領域でおきて

いるのが世界的流れであることを指摘する。

注目すべきは、これらの税制が、文化財の

保存や活用、美術館におけるストック（絵

画や彫刻等）の増加、アーティストやNPO

への支援など個別課題のみでなく、文化産

業や創造的産業の集積を促進し、都市経済

を再生するといった極めて今日的で統合的

な政策課題と密接な関係を持つことである。 

例えば、サンフランシスコでは、ホテル

税収入が、美術館を含む芸術文化関係のN

PO支援に還元され、実験的試みやイノベー

ションを促進して文化産業の発展を促進す

るとともに、支援された芸術NPOにはコミ

ュニティにおける教育プログラムの実施を

義務づけ社会的包摂を促進する等、都市の

発展を持続的に支える財源として生かされ

ている。また、オランダでは、Aunt Agaa

thというスタート・アップ企業への投資に

対するタックス・インセンティブや、個人

投資家による文化投資ファンド（複数の文

化施設への投資を組み合わせたファンド）

への投資のインセンティブも導入されてい

る。 

 しかし、日本では、かかる税制を用いた

インセンティブや支援は殆ど知られていな

いばかりか研究対象にすらなっていない。

また制度そのものも機能していないことが

多い。例えば、相続税を支払う代わりに美

術品を国立美術館で公開する制度が1998

年から実施されたが、現在までに公開され

た美術品は僅か27作品である。その理由と

して、現金での納入が優先される日本の相

続税そのものの制度的制約があることは、

国際比較を通してのみ知りうることである。 

しかし、冒頭で述べた通り、従来日本で

はこうした研究は全く行われてこなかった。

近年、創造的産業やそれを創出する都市政

策に関する研究は盛んになってきたが、タ

ックス・インセンティブに着目した研究は

皆無である。そのため、創造的産業を含む

文化領域へのタックス・インセンティブと

その効果、それが都市経済や都市発展に及

ぼすインパクトを国際比較の視点から明ら

かにしたいと考えた。  

 

２．研究の目的 

 

本研究は、日本では全く未開拓であった

文化領域へのタックス・インセンティブ研

究に、国際比較の視点から貢献するもので

ある。 

インセンティブとしての文化領域への税

制に着目し、創造的産業の産業組織との関

係性や、都市経済や社会的統合を含む都市

政策との関連性を明らかにすることが本研

究の特徴であり独創的な点である。 

 

３．研究の方法 

 

 海外研究協力者の協力を得ながら、国際



 

 

比較をするとともに、政策課税としての文

化税制という新しい切り口で理論的根拠を

示す理論研究を行った。 

 
４． 研究成果 
 

2008年度は、1980年代以降の、文化

領域における税制の発展傾向に関して、

オランダ・イギリス・フランス等での

ヒアリングや、文献調査を基に、政策

課税としての文化税制の理論的根拠や

そのインパクト、望ましいデザイン等

に関して、学会発表を行った。  

・2008年文化経済学会＜日本＞大会発

表  

 後藤和子・則本浩佑「政策課税とし

ての文化税制―その理論的根拠と望ま

しいデザイン」  

・第65回日本財政学会大会発表（2008

年）  

 後藤和子「政策課税としての文化税

制―その理論的根拠とインパクト」  

これらは、日本では、文化税制という概念

を使用した初めての学会発表である。文化

税制の発展は、80 年代以降の公私役割分担

の変化に伴い、直接給付に代えて租税支出

による社会保障が拡大している大きな流れ

に位置づけることができるが、新しい都市

政策における文化の重要性が増したことや、

クリエイティブ産業等の集積を促す等、文

化固有の事情もあることが分かった。 

 また、国際比較研究としては、文化

政策のツールとしてのタックス・イン

センティブの国際比較研究を、イタリ

ア、日本、ブルガリアを対象として行

い、2008年6月にボストンで開催され

た国際文化経済学会で発表した。  

K.Goto, A.Mignosa&L.Petrova, Tax 

incentives as a tool for cultural policy: 

the experience of Japan, Italy and 

Bulgaria 

 2009年度は、2008年度に学会発表を

行った成果を論文で公表した。  

・後藤和子・則本浩佑「政策課税とし

ての文化税制―その理論的根拠と望ま

しいデザイン」文化経済学会編『文化

経済学』第6巻第3号 , 

・後藤和子「政策課税としての文化税

制―その理論的根拠とインパクト」日

本財政学会編『財政研究』第5巻  

これらは、日本では、文化税制という概

念を使用した初めての学会論文である。 

 また、国際比較研究としては、2009

年 10 月にオランダ・ライデン大学の

S.Hemels 准教授（租税法）を招聘し

共同研究を行うとともに、租税研究協

会や横浜国立大学にて租税法研究者ら

と研究交流を行った。  

 2010 年度は、近年、国際的にも注目が

集まっている国境を越える寄附税制につい

て、EU における最新の議論や研究等を基

に検討を行った。 

日本においては、国境を越える寄附をどの

ように扱うべきか、租税論による理論的検

討が行われてきた。その際の論点は、外国

NPO 法人の扱いと寄附税制の国際的協調

に関する理論的根拠であった。現行の法の

下では、外国で活動や寄付募集をしようと

する NGO は、その国に子団体等を設立し

て内国法人の資格を取得するか、二国間租

税条約を結び、相互主義の観点から内国法

人と同等の扱いを受けるかのいずれかしか

ないと言われてきた。こうした現状に対し

て、増井良啓は、外国 NPO についても、

認定 NPO と同じように、認定を条件とし

て寄付控除の対象にしてはどうかと述べて

いる。 



 

 

しかし、近年、ヨーロッパでは、海外で

設立された NPO への寄付に対して、寄付

金控除を認める動きが出てきた。それは、

二国間条約や多国間条約に基づいて行われ

ているわけではない。例えば、オランダで

は、日本も含めて外国で設立された NPO

でも、オランダの基準を満たせば NPO と

して登録でき、登録された外国 NPO への

寄付に対して、寄付金控除が認められるよ

うになった。この外国 NPO は、オランダ

に子団体を設立する必要はない。 

かかるオランダの事例は、どのように理論

化できるのか、世界遺産等の国際公共財へ

の寄附をどのように扱うべきか財政連邦主

義やグローバル・タックスの観点から検討

した。           
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